様式３－４
新　旧　条　文　対　照　表
〔（第３号議案関係）第１号議案で承認された全部改正から変更する部分を示したもの〕
例：附帯事業を新たに実施する場合（新たに第４条の２を設ける場合）
	新
	旧

	（附帯業務）
第４条の２ 本社団は前条に掲げる診療所を経営するほか、次の業務を行う。
医療法人なにわ会　訪問看護ステーション
大阪府浪速市大阪町一丁目１番１号


	（　空　欄　）


例：開設済みの附帯事業が第４条第２項に記載されている場合
	新
	旧

	（業務）
第４条　本社団の開設する診療所の名称及び開設場所は次のとおりとする。

医療法人なにわ会　なにわ診療所
大阪府浪速市大阪町一丁目１番１号
（附帯業務）
第４条の２ 本社団は前条に掲げる診療所を経営するほか次の業務をおこなう。

(1)医療法人なにわ会　訪問看護ステーション
大阪府浪速市大阪町一丁目１番１号

(2)医療法人なにわ会　訪問介護ステーション

大阪府浪速市大阪町二丁目２番２号


	（業務）
第４条 本社団の開設する診療所の名称及び開設場所は次のとおりとする。

医療法人なにわ会　なにわ診療所
大阪府浪速市大阪町一丁目１番１号
２ 本社団は前項に掲げる診療所を経営するほか次の業務をおこなう。

医療法人なにわ会　訪問看護ステーション　

大阪府浪速市大阪町一丁目１番１号



新　旧　条　文　対　照　表
〔（第３号議案関係）第１号議案で承認された全部改正から変更する部分を示したもの〕
	新
	旧

	
	


【記載ポイント】


新たに「第４条の２」を設ける場合


新たに附帯事業を記載するため、現行定款の第４条と第５条の間に「第４条の２」という独立した条文を設けます。　※「第４条の２」は「第４条第２項」ではありません。


既に附帯事業を「第４条第２項」に記載している場合


開設済みの附帯事業を「第４条第２項」に記載しており、新たに事業を追加する場合は、「旧」欄に現行どおり「第４条第２項」を記載し、「新」欄に「第４条の２」と新たな事業を記載ください。


事業所名で事業内容が確認できない場合


事業所名の前に� HYPERLINK "http://www.mhlw.go.jp/topics/bukyoku/isei/igyou/igyoukeiei/gyoumu.pdf" ��法令上の事業名�（例：訪問看護ステーション、居宅介護支援事業など）を、正確に記載ください。


定款（寄附行為）に理事定数が２名以上と記載されている場合


法人設立時の特例で理事定数が２名以上と記載されている場合、３名以上に変更する必要があります。


変更する条文の中で変更箇所がない項・号について


当該項・号は、「（略）」としてください。











